
横浜市指定管理道場の新型コロナウイルス感染予防措置の改定について 

 

 緊急事態宣言が解除され後、新型コロナウイルス感染拡大は沈静化しつつあり、

神奈川県・横浜市は市民利用施設等における利用時間の制限など各種制限が 10月

25日から解除されました。また、現在の新型コロナウイルス感染が抑制されてい

る状況に鑑みて「横浜市指定管理道場利用再開に向けた（新型コロナウイルス感

染予防措置）」を改定します。 

 その主な改定内容は、人数制限の緩和と利用条件における個人利用制限時間の

解除です。 

 検討するにあたっては、横浜市の新型コロナウイルス感染拡大防止対策を踏ま

えた公園施設利用再開ガイドラインに沿うものとし、現状の感染防止対策である

マスクの着用・手指のアルコール消毒・検温等の基本的感染防止対策の徹底は継

続していきます。 

 今後とも新型コロナウイルス感染症拡大防止にご理解とご協力をお願いします。 

 

横浜市指定管理道場現地管理責任者一同 

 



横浜市指定管理道場利用再開に向けた（新型コロナウイルス感染予防措置）について

申　込 利用時間 人数制限 利用条件 利用料金

・団体利用者名簿提出
・個人はチェックシート記入

・個人利用時間は 運営管理
　原則２時間以内とする 料金適用
（利用状況を電話にて確認下さい）

・団体利用は、利用者
　人数を考慮すること

個人利用； ・貸切使用申込票 提出
最大 ・個人使用申込表票 記入

30人/時間 ＊健康チェックシート記入
運営管理

・団体利用は、利用者 料金適用
団体利用； 　人数を考慮すること

最大
60人/時間 ・矢取り道等のスペースを

　活用する

・団体利用者名簿提出
・個人はチェックシート記入

・個人遠的・近的利用人数
　は双方の利用者人数を
　考慮する 運営管理

料金適用
・団体利用は、利用者
　人数を考慮すること

・矢取り道等のスペースを
　活用する

最大
60人/時間

遠的
20人/時間
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【新型コロナウイルス感染防止対策の徹底】

（新型コロナウイルス感染拡大防止対策利用再開ガイドラインに準ずる）

◇ 利用者は稽古にて家を出る際、体温３７.5度以上及び咳などの症状等、

体調のすぐれない方は来場を自粛して頂きます。

◇ 来場はマスク着用を励行して下さい。

◇ 入館時（退館）に手指をアルコール消毒する。こまめに手を洗う。

◇ 更衣室、控え室等は換気を行い、密接を避け原則としてマスクをする。

◇ 利用者人数を制限します。

◇ 指導者はマスクを着用し、対面での指導は極力避け、距離を取った

位置で。

◇ 大声や、近距離での会話は自粛しましょう。

◇ 道場内での飲食（飲物除く）の原則禁止します。

◇ 帰宅されたら速やかに、足袋の消毒（洗濯）をして下さい。

※以上ご協力をお願い致します

今後とも新型コロナウイルス感染症拡大防止に、

ご理解とご協力をお願い致します。


